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平成28年度

議会基本条例の評価(平成27年度対象）

　Ⅰ　議会基本条例の趣旨・目的等

　Ⅱ　点検・評価の対象及び実施方法

　　(1)対象：平成27年度の議会活動状況及び議会運営の推進状況

　　(2)方法：

  ①議員による点検・評価

   (会議の運営状況について、点検・評価)

  ②議会報告会やホームページ等で評価内容を公表する

　　(3) 評価の基準

○ 概ね目標を達成している
△ 改善の余地がある。
× 目標達成がなされていない。今後、取り組みが必要である。
- 評価の該当なし

　大刀洗町民（以下「町民」という。）から選挙で選ばれた議員により構成される大刀洗町議会（以下「議会」
という。）は、同じく町民から選ばれた大刀洗町長（以下「町長」という。）とともに、二元代表制のもと、町
民の信託を厳粛に受け止め、町民全体の福祉の向上を議会における討議により実現し、将来に向って町民との約
束を果たすため、この議会基本条例を制定した。
　地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会がその持てる権能を十分
に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有して
いる。情報の公開、住民の議会への参加、議員同士の活発な議論の推進をとおして、町民に信頼され、存在感の
ある議会を築くものとする。
　地方分権の時代にふさわしい町民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のために、必要な議会運営の基
本事項を定めることによって、情報公開と町民参加を基本にした町民に信頼され、存在感のある議会をつくるこ
とを目的とする。



Ⅲ　議会運営及び活動内容

１　議会の運営原則・議員の活動原則

区　　分 評価項目 現状 評価 対応
(1) 町民の代表機関であることを常に自
覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじ
た町民に開かれた分かりやすい議会運営
を目指すこと

・議会基本条例に基づく議会運営
・議会モニター（6名）を設置し、年1回意見
交換会を実施
・委員会を含むすべての会議を公開している

―

・問題あれば、条例の見直しを行う

(2) 正副議長の選出にあたり、それぞれ
の職を志願する者に対して所信を表明す
る機会を設けること

・平成27年9月の改選後の議長、副議長選出に
あたっては、議場にて所信表明を実施

―

・議会基本条例に基づき実施

(3) 町民本位の立場から、町政運営に対
する監視及び評価に努めること

・健全財政に努めているか監視している

△

・執行機関との情報共有が必要

(1) 議会が言論の府であること及び合議
制機関であることを十分認識し、議員相
互の自由な討議を中心に進めること

・月1回の全員協議会の実施。及び会期中にお
ける議案採決前に自由討議の場を設けている

△

・自由討議の日程や討議の方法などについ
て、なお改善が必要

(2) 町政の課題全般について、町民の多
様な意見を的確に把握すること

・報告会を開催し、行政、議会に対する意
見、要望等を聴取している

△

・日常的な議員個々の活動充実が求められる

(3) 自己の能力を高める不断の研鑽によ
り、町民の代表としてふさわしい活動を
すること

・十分とは言えない

△

・自己研鑽に努めるとともに、議会として研
修会等の機会を設ける必要がある

(4) 議会の構成員として、一部団体及び
地域に偏ることなく、町民全体の福祉の
向上を目指すこと

・地域の要望が多いのが実情である

△

・より広い見地からの政策提言が必要

(5) 議員立法による積極的な条例提案を
行うよう努めること

・請願に基づく意見書等の発議はあるが、条
例提案はなかった

△

・自己研鑽に努め、政策提言が必要
・議員立法による政策実現も視野に入れ活動
する

第2条
議会の運営原
則

第3条
議員の活動原
則



２　町民と議会の関係

区　　分 評価項目 現状 評価 対応
(1) 議会の活動に関する情報公開を徹底
するとともに、町民に対する説明責任を
十分に果たさなければならない

・議会広報の速やかな発行、紙面の充実等に
より、全国表彰（10位）を受賞
・インターネットを活用した情報公開（12月
議会より録画配信、3月議会より生中継）

○

・更なる議会広報の充実を図る
・インターネット中継の継続実施

(2) 本会議をはじめ全ての会議を原則公
開するものとする

・会議はすべて公開

○

・委員会等の日程についての告知に努める

(3) 請願及び陳情を政策提案と位置づ
け、審議においては、提案者の意見を聴
く機会を設けること

・提案者の意見を求めているが、陳情は配布
のみである

△

・陳情の扱いを検討の必要がある

(4) 町民及び町民団体の意見収集に努
め、議会及び議員の政策立案能力を強化
し、政策提案の拡大を図るものとする

・民生委員との意見交換会を実施

△

・今後、他の団体との意見交換を進める

(5) 議案に対する各議員の態度を議会広
報で公表する等、議員の活動に対して町
民の評価が的確になされるよう情報の提
供をする

・議案に対する賛否は議会広報で公表してい
る
・討論の要旨を議会広報に掲載している ○

・議案に対する賛否について継続して掲載
し、わかりやすい表示に努める

(6) 前項の目的を達成するために、各種
団体等との意見交換会、年1回以上の議会
報告会を開催するものとする

・小学校校区4会場で報告会を実施
・民生委員との意見交換会を実施

○

・意見交換会、議会報告会の内容充実に努め
る

(7) 議会モニターを設置し、町民から議
会運営等に関する要望、提言その他の意
見を聴取し、議会運営に反映させるもの
とする

・6名の議会モニターを委嘱し、年1回、議会
運営委員会とモニターとの意見交換を行い、
ホームページにて公開している ○

・議会モニターの人数2名増員し8名とした
・定例会ごとに意見交換を実施する

(8)　前項の議会モニターに関し必要な事項
は、議長が別に定める

・議会モニター設置要綱に基づき運用

―

第4条
町民参加及び
町民との連携



３　議会及び議員と町長等の関係

区　　分 評価項目 現状 評価 対応
(1) 議会の本会議における議員と町長及
び執行機関の職員の質疑応答は、広く町
政上の論点、争点を明確にするため、一
問一答の方式で行う

・議案に対する質疑、及び一般質問を一問一
答方式で実施している

○

・一問一答方式を十分に活用できるよう議員
個々の研鑽が求められる

(2) 議長から本会議及び委員会への出席
を要求された町長等は、論点、争点を明
らかにするために、議員の質問に対して
反問することができる

・反問権は明記している

○

第6条
町長による政
策等の形成過
程

　町長等が提案する政策、計画、施策又
は事業等について、議会が必要と認めた
場合は、次に揚げる事項について町長等
に説明を求めるものとする
 ①　政策等の根拠
 ②　提案に至るまでの経緯
 ③　他の自治体の類似する政策等との比
較検討
 ④　町民参加の実施の有無とその内容
 ⑤　総合計画基本構想との整合性
 ⑥　関係法令及び条例
 ⑦　政策等の実施に係る財源措置
 ⑧　その他議会が必要と認める事項

・主要事業等については事業内容の説明をも
とめている

△

・条例に基づき積極的な説明を求めていく

第7条
予算及び決算
における説明
資料

　予算及び決算の審議に当たっては、前
条の規定に準じてわかりやすい施策別又
は事業別の説明資料を提出するよう町長
等に求めるものとする

・12月と2月に合同委員会を開催し、各課から
主要施策の説明を求めた

△

・議会としても、もっと詳しい説明を求める
べきである

第5条
議会及び議員
と町長等の関
係



４　自由討議の拡大
区　　分 評価項目 現状 評価 対応

(1) 議会が議員による討論の場であるこ
とを十分に認識し、本会議及び委員会に
おいて審議し、結論を出す場合、議員相
互の自由な討議により議論を尽くして合
意形成する

・議案に対する自由討議にあわせて、予算・
決算についても委員会で自由討議を実施

△

・自由討議の継続実施、内容の充実に努める

(2) 町長等に対する本会議及び委員会へ
の出席要請を必要最小限にとどめ、議員
相互の自由な討議を中心に運営しなけれ
ばならない

・議会運営委員会には総務課長のみの出席を
求めている
・本会議は従前と変更ない ○

(3) 前2項による議員相互の自由な討議を
行い、議案の提出を積極的に行うよう努
めるものとする

・議案提出まで至っていないが決算委員会で
執行部へ提言書をまとめた

△

・議員間の議論を深めて、議案提出に努める

５　委員会の活動
区　　分 評価項目 現状 評価 対応

(1) 所管する事務について積極的な調査
研究を行い、政策提案を行うよう努める
ものとする

・以前に比べ、年間計画やテーマを設定し、
政策提言も含めて合意形成する意欲がある。
ごみ、図書館など

△

・なお積極的な調査研究が必要であり、予算
措置も含めて要検討
・広報委員会も所管調査の必要性

(2) 参考人制度及び公聴会制度を十分に
活用して、専門的又は政策的識見等を議
会の討議に反映させるものとする

×

・議会として専門性を有する識者を招き研修
する必要がある

(3) 年度当初にその年度の活動内容につ
いて十分な検討を行い、委員会における
活動計画を策定するものとする

・改選により、活動計画策定できず

△

・年次計画を立て、全委員で今必要な課題を
構築する必要あり

(4) 視察を行ったときは、その内容を本
会議で報告し、関係部署との意見交換の
場を必要に応じて設けるものとする

・視察を行った際は、その日のうちに振り返
りの会議を開き、定例会初日に委員長が議場
において活動報告を行っている

△

・視察結果をどう生かすか関係部署との連携
が必要

(5) 委員長は、委員会審査報告を行うと
きは、委員会審査の内容が町民に対して
分かりやすい報告となるよう努めるもの
とする

・概ね実施されている

△

・予算、決算特別委員会の委員長報告につい
て検討する必要がある

第8条
自由討議によ
る合意形成

第9条
委員会の活動



６　議会及び議会事務局の体制整備
区　　分 評価項目 現状 評価 対応

(1) 議員の政策立案能力の向上のため、
議員研修の充実強化を図るものとする

・議員個々においては研修会に参加している
が、議会としての取組みが出来ていない ×

・政務活動費の新設も視野に入れて検討を進
める必要がある

(2) 前項の目的を達成するため、議会
は、広く各分野の専門家による議員研修
の場を積極的に設けるものとする

・議員個々においては研修会に参加している
が、議会としての取組みが出来ていない

×

・新たな構成となり、早急に研修会を実施す
る必要がある

第11条
議会事務局の
体制整備

　議長は、議会及び議員の政策立案能力
の向上のため、議会事務局の調査及び法
務機能の充実強化に努めるものとする

・事務局は、2名体制で監査事務局も兼任して
いる △

・他自治体に比べ人員が少ない。
・政策立案のため、事務局体制強化を必要

(1) ｢議会だより」で、議案に対する各議
員の態度を公表する等、情報の提供をす
るものとする

・議案に対する議員の賛否を公開している

○

・継続実施

　①なお、「議会だより」発行にあたっ
ては、定例会終了後速やかに発行するも
のとする

・定例会終了後1ヵ月程度で発行しているが、
改選後初定例会（12月議会）は委員の構成も
変わり、発行に日数を要した。

△

・校正作業のあり方や原稿依頼について検討
する必要がある

(2) 情報技術の発達を踏まえた多様な広
報手段を活用することにより、多くの町
民が議会と町政に関心を持つよう議会広
報活動に努めるものとする

・12月よりインターネット配信を開始した。
・4月より広報委員会を常任委員会化し、活動
の充実を図っている △

・インターネット配信、ホームページの充
実、議会予定のお知らせなど整備に努める
・Ｗｅｂと紙広報の有機的な連携

７　議員の身分及び待遇、政治倫理
区　　分 評価項目 現状 評価 対応

第13条
議員定数

　議員定数の改正に当たっては、行財政
改革の視点だけでなく、町政の現状と課
題、将来の予測及び展望を十分に考慮す
るものとする

・S62.9～ 16→14、H19.9～ 14→12に定数を
削減し現在に至る

－

・報酬のあり方等も含めて全議員で十分に議
員定数について検討する必要がある

第14条
議員報酬

　議員報酬の改正に当たっては、行財政
改革の視点だけでなく、町政の現状と課
題、将来の予測及び展望を十分に考慮す
るものとする

・費用弁償を廃止（H23.4～）している

－

・議員報酬は、報酬審議会の答申により改定
されてきたが、議員定数のあり方も含めて全
議員で議論する必要がある

第15条
議員の政治倫
理

　その活動に公正性と透明性を確保する
ため、大刀洗町政治倫理条例を遵守しな
ければならない

・政治倫理条例に基づき、年１回の資産報告
を実施 ○

・引き続き遵守する

第10条
議員研修の充
実強化

第12条
議会広報の充
実



８　最高規範性と見直し手続き
区　　分 評価項目 現状 評価 対応

(1) この条例は、議会における最高規範
であって、議会は、条例の趣旨に反する
議会の条例、規則等を制定してはならな
い

・制定していない

－

(2) この条例の理念を共有するため、一
般選挙を経た任期開始後速やかに、この
条例に関する研修を行わなければならな
い

・改選後実施していない

×

・すみやかな実施が求められる

(1) この条例の目的が達成されているか
どうかを議会運営委員会において不断に
検証するものとする

・議会運営委員会での検証をもとに、全議員
で共有している
・インターネットで検証結果を公開している △

・検証後の改善が必要

(2) 前項による検証の結果に基づいて、
この条例の改正を含む適切な措置を講じ
るものとする

－

(3) 条例を改正する場合には、本会議に
おいて、改正理由及び背景を詳しく説明
しなければならない

―

・必要に応じて検討する

第16条
最高規範性

第17条
見直し手続き


